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平成２０年度第１回尾張旭市廃棄物減量等推進審議会 

１ 開催日時 

  平成２０年 ７月３０日（水） 

  開会 午前 ９時３０分 

  閉会 午前１１時３０分 

２ 開催場所 

  尾張旭市市民会館 ２階 第３会議室 

３ 出席委員 

  自治連合協議会 桜井 鎮哉、名古屋産業大学 成田 暢彦、商工会事務局 坂口 文孝、地

域婦人団体連絡協議会 清水 正枝、JAあいち尾東女性部尾張旭支部 谷口 悦予、子ども

会連絡協議会 本間 彰、地域活動連絡協議会 谷山 れい子、生活学校 吉田 民子、(株)

イトーヨーカ堂尾張旭店 中西 博文、㈱トキワ製紙カンパニー 曽我 長生、消費生活推進

員 福島 晶子、公募委員 中西 敏憲、公募委員 谷口 龍夫 １３名 

４ 欠席委員 

  商工会女性部 鈴木 善子 １名 

５ 傍聴者数 

  １ 名 

６ 出席した事務局職員 

  市民生活部長 酒井 敏幸、環境課長 野村 孝二、環境事業センター主幹 森 重憲、ごみ

減量係主査 稲垣 正宏 
 

７ 議題等 

 １ （１） 平成19年度ごみ事業概要について 

   （２） ごみ減量計画の見直しについて 

 ２ （１） レジ袋削減（有料化）の取組について 

   （２） 各施策の実施スケジュールについて 

 ３ その他 指定ごみ袋の基準見直しとレジ袋化について 
 

８ 会議録 

  

事務局   審議会の冒頭に変更となった委員の紹介と行政組織の見直しに伴い事務局が変

更となったことを報告した。 

当日の出席者は、13名であり、審議会条例第 7条第 2項の規定に則しており、

会議としては有効に成立をした。 

 

桜井鎮哉会長   本日の議題は、資料の次第にありますように、平成19年度ごみ事業概要につい

て、それとごみ減量計画見直しについてでございます。 

それでは、議題の次第に従いまして、1番の平成 19年度ごみ事業概要について

早速議題に入りたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   平成19年度ごみ事業概要について３番の環境課および環境事業センターの現況
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についてから説明させていただきます。平成20年4月1日付けの行政組織の見直

しに伴いまして、従前清掃課を環境課に統合させていただきました。  

ごみに対する事務は、ごみ減量係と環境事業センターで行う体制となります。配

置および事務内容につきましては、ごみ減量係では、課長を含めまして3名の事務

職員、ごみ減量に関すること、し尿及び浄化槽汚泥を除く廃棄物の処理に関するこ

と、及び尾張東部衛生組合に関することを担当いたしております。 

また環境事業センターでは、事務職員2名、収集作業員18名でごみの収集及び

運搬に関すること、粗大ごみの受付に関すること、環境事業センター及びリサイク

ル広場管理に関することを担当いたしております。 

ごみの種類につきましては、家庭から排出される一般廃棄物を可燃ごみ、不燃ご

み、粗大ごみなど 10種類に分別して現在収集を行っております。事業活動に伴い

ます一般廃棄物につきましては、事業者が自ら処理するか、市の許可を受けた一般

廃棄物処理業者4社が収集運搬を行っております。収集体制につきましては、市が

所有する車両が15台、委託につきましては6台の収集車両で収集を行っておりま

す。 

尾張旭市のごみの排出量及び資源回収量についてご説明をさせていただきます。

左のページの一番下をご覧ください。平成 19年度末の市内の人口といたしまして

は80,648人でございます。世帯数として、31,660世帯でございます。右方向に見

ていただきますと、可燃ごみ、不燃・粗大ごみの回収量がそれぞれあり、総排出量

といたしましては 23,811トンとい内容になっております。前年度と比べますと、

1.45ポイント減少いたしまして、98.55％となっております。主に家庭から排出さ

れるごみが減少したことに起因をいたしております。 

次のページは、一番下に19年度の資源回収量がございます。単位はキログラム

になりまして、資源収集量の合計を見ていただきますと 3,543,371kgであります。

前年度と比べますと約10万kg増加をいたしております。これは昨年度秋以降、雑

がみの分別収集の促進活動を市の重点事業として展開させていただいておりまし

て、主に古紙中でも雑がみですが、この回収量が増加したことと分析をいたしてお

ります。 

一方、子ども会・PTA等資源回収団体収集分を見ていただきますと、合計では

3,406,326kgで、こちらを前年度と比べますと、約 115,000kg減少いたしました。

さまざまな要因があると思いますが、主な要因といたしましては、子ども会を中心

とする資源回収団体の減少と紙ごみ自体の発生抑制によるものと分析をいたして

おります。これらの状況によりまして資源ごみの総合計といたしましては、前年度

から若干減少いたしまして、6,949,697kgとなっております。 

次に、ごみ減量計画の推移について説明いたします。この資料につきましては、

前回の3月審議会におきまして、平成19年度の数値を予測数値という形で提示さ

せていただきました。現在数字が確定いたしておりますので、その内容を皆様方に

ご報告するとともに、後ほど説明いたします一般廃棄物処理基本計画及びごみ減量

計画に対して、いったいどのような減量値になっているのかという説明を加えさせ

ていただきたいと思います。 
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①家庭系一人一日あたりのごみの排出量でございますが、平成25年度計画の最

終目標値は775ｇで平成19年度につきましては、同年度の計画目標値824ｇに対し

まして、810ｇとなり目標よりも14ｇ、昨年度に比べて 27ｇ、3.2％減少いたしま

した。ちなみに、予測数値は809ｇでした。 

次に②家庭系の資源化率についてになります。平成25年度計画の最終目標値は

35％になります。平成19年度は、同年度の計画目標値28％に対しまして、29.1％

となり目標よりも1.1％上回った数値になっております。予測数値は29.4％でした。 

③家庭系一人一日あたりのごみの排出量（資源ごみを除く）につきましては、平

成25年度計画の最終目標値は504ｇでございます。平成19年度は、同年度の計画

目標値 596ｇに対しまして、574ｇとなり目標よりも 22ｇ、昨年度に比べて 25ｇ、

4.2％程減少いたしております。ちなみに、予測数値は575ｇでした。 

④事業系を含む一人一日あたりのごみの排出量（資源ごみを除く）につきまして

は、平成25年度計画の最終目標値は720ｇでございます。平成19年度は、同年度

の計画目標値 829ｇに対しまして、809ｇでございまして、目標よりも 20ｇ、昨年

度よりも 18ｇ、2.2％程削減できる結果となりました。ちなみに、予測数値は 811

ｇでした。 

⑤一人一日あたりのごみの排出量です。平成 25年度計画の最終目標値は 991ｇ

でございます。平成19年度は、同年度の計画目標値1,057ｇに対しまして、1,045

ｇでございまして、目標を12ｇ、昨年度に比べまして29ｇ、2.0％程の減という結

果となりました。ちなみに、予測数値は1,050ｇでした。 

⑥一人一日あたりの事業系ごみの排出量（資源ごみを除く）でございます。平成

25年度計画の最終目標値は216ｇでございます。平成19年度は、同年度の計画目

標値233ｇに対しまして、235ｇでございまして、目標を2ｇ事業系ごみ排出量のみ

上回った結果になりました。予測数値は 237ｇでした。このように、概ね、前回 3

月に報告いたしました予測値とほぼ同じ結果となっております。平成 24年度の目

標値は大変厳しいものであると思っておりますが、いまのところ本市レベルの推移

状況は、概ね順調に推移しているといった分析をいたしている次第でございます。 

次に、尾張東部衛生組合構成市町である2市1町のごみの排出量、瀬戸市、長久

手町の資料になります。瀬戸市では、プラスチック製容器包装を現在資源ごみとし

て回収をいたしておりません。現状では燃えるごみとして排出しておりまして、そ

の関係もございまして資源化率で本市に比べて 6.5ポイントほど低い状態にござ

います。家庭系ごみの一人一日あたりのごみの排出量につきましても、本市より

51ｇほど排出量が多いというのが今の瀬戸市の状況でございます。 

長久手町の状況を見ていただき説明を行っていきたいと思います。長久手町は区

画整理事業の進捗、あるいはマンションの建設ラッシュ等によりまして、人口増の

状況で現在県下一の人口増加の状況にございます。その関係で、家庭系のごみの年

間排出量を年度末の人口で割り戻して一人一日あたりのごみの量で算定するとい

う形で行っていますので、極端な例で申し上げますとマンションを買われても3月

末では入居せずごみが排出されないという状況もございますので、そういった統計

上の数値が下ぶれしているといった分析をいたしております。人口の伸びが安定し
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てくれば目標計画値に沿ってあがってくるとは思いますけれども、人口急増による

数値が下ぶれしているといった状態となっています。 

長久手の事業系ごみの関係ですが、グリーンロード、県道名古屋長久手線などの

幹線道路を中心として商業集積が著しく進展している関係で、長久手町の場合事業

系のごみの排出量が急増しておるといった事情もございます。 

本市で運営しておりますごみの種類ごとの処理費用というものを、決算を基にし

た推計数値になるのですけれども、どれくらいのコストでしているかといった分析

をした資料でございます。一部のごみにつきましては、収集費用と処理費用のほか

に、売却収入として現在資源を売却することにより収入を得ているペットボトルや

古紙といったものの収入を加味いたしまして、純粋にどれだけ費用がかかったのか

といったものを取りまとめた資料になっております。ご覧になってわかるとおり、

もっともコストがかかっておりますのが、乾電池の処理費用でございます。乾電池

は北海道にあります専門業者までコンテナにつめましてトラック、鉄道を通じて輸

送した後、リサイクルしているのが現状でございまして、そういった特殊要因もご

ざいまして１トン当たり 118,000円を超えるような処理費用になっているのが現

実でございます。次にコストがかかっておりますのが、プラスチック製容器包装の

処理費用でございます。本市の場合、中間処理業者に異物混入等の除去をお願いし

た後、財団法人日本容器包装リサイクル協会の指定する特定事業者によりまして、

原則はマテリアルリサイクル、原材料としてのリサイクルを行っております。1ト

ンあたりの処理費用が 68,000円を超えておるというのが現状でございます。今度

は逆に最もコストがかかっていないのは何かと申しますと、ペットボトルでござい

ます。卵パックや化学繊維の材料等として材料となるフレークの需要が大変高いも

のでございまして、現時点ではキログラムあたり 40円を超える単価で取引をされ

ておるのが市場の状況でございまして、結果として1トンあたりの処理費用として

6,700円足らずで処理しているのが実情でございます。古紙につきましても、中国

経済の向上とともに大変古紙需要の圧力が強いものがございます。新聞紙は平成

19年度の売却単価を申しますとキログラムあたり 6円という形で、高い値で取引

いただいている状況もございまして、1トンあたりの処理費用としては 13,300円

ほどとなっておるのが現状でございます。 

ごみの処分状況になりますが、ごみの処分につきましては瀬戸市、尾張旭市、長

久手町の２市１町で構成いたします尾張東部衛生組合で中間処理、最終処理を行っ

ております。表４をご覧いただきますと組合を構成します市町の人口等の状況が書

いてあります。尾張旭の人口は、組合構成市町の約３０％が尾張旭市の人口でござ

いますが、人口を按分いたしまして尾張東部衛生組合の負担金が算定される仕組み

になっております。表の５をご覧ください。組合構成市町の負担金でございますが、

建設経費負担金が大幅に減少し、全体の負担金が減る形になっております。 

これは晴丘町にございますごみ焼却施設、晴丘センター建設に伴う経費を分割し

て償還しておりますが、起債という手法で借金を返済しておりましたものが、償還

年度が終了した、ローンの返済が終わったということによって負担金が減少したも

のでございます。ちなみに、晴丘センター平成4年に工事を完了いたしております。 
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表 6に移っていただきますと、２市１町のごみの搬入量でございます。平成 19

年度のごみの搬入量につきましては、長久手町で先ほどもご説明いたしましたが、

人口の増加によりまして若干ごみの搬入量としては増えておりますが、瀬戸市、尾

張旭市では減少しております。表７につきましては、晴丘センターごみ焼却施設の

排ガス、ダイオキシン類の測定結果が載せてございます。法定検査で毎年行ってい

るものでございますが、測定結果といたしましては、環境基準を大幅に下回ってお

りまして、基準をクリアーいたしております。 

右側のごみ減量・リサイクルの取り組みについて時系列の表がございます。平成

19年度につきましては、次のページ10ページの中ほどに尾張東部衛生組合循環型

社会推進会議雑がみプロジェクトの協力を得まして昨年 10月から雑がみ分別説明

会を子ども会、自治会などを中心といたしまして、本年3月までに100回ほど実施

をさせていただきました。そういった経緯もございまして本市のごみの減量が順調

に推移しているものと認識いたしております。 

表8は生ごみ堆肥化容器（コンポスト）購入費補助、表9は生ごみ堆肥化密閉容

器（ぼかし容器）購入費補助、表 10は生ごみ処理機購入費補助の実績の表でござ

います。 

ページをはねていただき、表11に粗大ごみリサイクル品の引渡し実績が載せて

ございます。環境事業センターにございますリサイクル広場を、万博終了後平成

16年10月より開催いたしております。リサイクル広場の引渡し実績がこの表に載

せてございます。 

表12には、動物死体処理委託、道路やペット等なくなった犬猫引取り関係の動

物死体処理の委託実績が載せてございます。 

最終ページには、リサイクル広場の開催実績が載せてございます。延べ人数で

26,090人、平均来場者 252人で多くの市民の方にご利用いただいておると思って

おります。どの時期にも安定した利用がございまして、行政としては大変感謝して

いる次第でございます。また、下段には資源ごみの持込量の状況が書いてございま

す。資源ごみの持込の総量といたしましては、142,771.6kgをリサイクル広場に市

民の方が資源ごみを搬入していただきました。これは市で収集する資源量の約4％

にあたり、市民の方が足を運んでいただいて持ち込んでいただいた収集量になって

おります。 

ごみ事業概要については以上でございます。 

 

桜井鎮哉会長  ご説明ありがとうございます。ただいまのご説明につきましてご意見等ございま

したらご発言をお願いします。 

 

事務局  ご意見を伺っているところ申し訳ございませんが、中西敏憲委員から事前にメー

ルでたくさんのご質問等いただいております。議事の進行上、速やかに進行し、回

答したいということもございますので、担当からご質問の用紙を配布させていただ

きます。 
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中西敏憲委員  事前質問をした中西敏憲です。発言させていただきます。議題1ということで質

問資料の12番については説明いただきましたので、ありがとうございました。質

問資料の13番について、今回説明いただいたごみ事業概要についての提案です。

審議会のためだけでなく、平成19年度ごみの白書というような形でさまざまな情

報を提供するために作られたもので毎年作られるのですね。 

 

事務局  そのように対応してまいります。 

 

中西敏憲委員  事前質問の中で「ごみ処理費用」、「ごみ減量計画と実績との対比」、「ごみ減量計

画と実績との対比に対する評価とこれを踏まえた今後の課題認識」とたくさん書い

てありますけれども、今日説明いただいたごみ資料だとかごみ減量計画と実際の対

比だとか、今日は口答で大体のことを言っていただきました。 

これで行政は何を認識していて今年度、来年度とこういうところをこうやって行

くのだという評価が極めて大事だと思うので、数字でそれぞれの市民が読み取るこ

とが大事となります。 

行政がどういった判断をしているかということを市民に公開することも大事な

ことなので、そんなことを来年度から書いてはいかがでしょうかと言うことの提案

です。以上です。 

 

桜井鎮哉会長  ただいまのご提案に対していかがでしょうか。 

 

事務局  はい。基本的に毎年ごみ事業概要はこのようなパターンで報告させていただいて

おりますけれども、他市町の例を見ましても、もっと充実した白書的なものを作っ

ている自治体もございます。そういったものを参考にしながら新たに取り入れるこ

とが可能な情報についてできる限り盛り込んでいけるよう、ボリュームが増えるか

もしれませんがごみ事業概要の内容を充実してまいるという形で来年度以降作成

したいと思いますのでよろしくお願いをいたします。 

 

桜井鎮哉会長  内容を充実するということでよろしいですね。ありがとうございました。ほかに

よろしいでしょうか。 

それでは、ほかにご意見がないので次の議題でありますごみ減量計画の見直しに

ついて事務局より説明をお願いします。 

 

事務局  続きまして、議題2になりますが、尾張旭市ごみ減量計画の見直しについて、見

直しの手順、日程などについて説明をさせていただきたいと思います。 

ごみ減量計画の位置づけということで、審議会委員の方も順番に変わっておられ

ますので、平成16年に作成したものなのですが、その当時に委員はおられません。

そういったこともございますので、位置づけの説明を加えさせていただきます。市

は、たくさんの行政計画と位置づけられる計画をもっております。最上位にありま

すのが地方自治法に基づきます、総合計画、平成16年より第四次になり、平成16
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年から25年でごみ減量計画とまったく同じ期間になりますが、この10年間の第四

次総合計画というのを策定しております。こちらは議会の議決を受け、必須の計画

でございます。この中の施策で資源循環型社会の形成という項目を掲げ、計画を立

てる上で必ず数値目標を掲げることが原則となっておりますが、ごみの量等の数値

目標を第四次総合計画の中で定めております。 

その計画の下位に、環境基本法に基づきまして環境基本計画というもの、平成1

 9年3月に策定しましたが、この中でごみのない街づくりという分野別目標を掲げ

 まして、このなかでも数値目標を掲げております。その下の計画といたしまして、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、こちらも必須ですが「一般廃棄物処

理基本計画」がございます。基本的な廃棄物処理にかかります数値目標というのは

上位計画であります、総合計画も環境基本計画もこの計画の数値をそのまま使わせ

ていただいております。平成16年から25年の期間でありますから、数値目標とし

ては一般廃棄物処理基本計画にのっとった数値が使われております。これから当審

議会で協議をしていただきますごみ減量計画は、基本計画の内容に基づいた市独自

の実行計画となっております。基本的には一般廃棄物処理基本計画が上位計画でご

ざいまして、この数値を元に尾張旭市独自のごみ減量計画で平成16年から25年の

10年間の期間で計画を立てさせていただいております。本日お願いしたいのが、

市の総合計画や一般廃棄物処理基本計画とあわせまして平成21年度が10年間の計

画のちょうど中間点になりますので、社会環境の変化であるとか、事業の進捗状況

にあわせて、こちらの上位計画である一般廃棄物処理基本計画の見直しも尾張東部

衛生組合で行うのですが、市の独自のごみ減量計画も同じような進捗状況の中で計

画を見直したいという提案内容になります。 

見直すべき観点といたしましては、進捗状況の評価として、×や△が記してある

事業は計画通りに進んでいない事業になりますが、見直し対象になっていくと思っ

ております。○印がついて順調に作業が進んでおるものについては、中間地点で見

直す必要はないと行政側では思っておりますので、計画とおりに進んでいないと思

われる×や△のものを今後5年間、どういった方法でやっていこうかといったよう

なことを今後議論していきたいという提案内容でございます。 

進捗状況が遅れております原因を分析、確認し、それに対しての計画の見直しや解

決策を検討してまいることになります。事務局での思いなのですが、これはまだ内

部でたたき台としてたたいておりませんけれども、減量化の推進、ごみの発生抑制

の観点から市民生活のエコライフスタイルへの転換であるとか、事業所に対するご

み減量の取り組みであるとか、粗大ごみ収集の有料化、こういった点に重点をおい

て見直してはどうかと現時点の思いがございます。 

見直しの手順につきましては、計画の中間点における部分的な修正であることを

考えまして、市民や事業者など当初計画の場合はワーキンググループを立ち上げま

して策定した経緯もありますが、今回につきましては見直しの具体的な作業は、ご

み減量行政にかかわったことがございます尾張旭市の職員でプロジェクトチーム

を構成した上で、環境課ごみ減量係と協力をいたしまして、ごみ減量計画の素案と

いったものを策定して作業を進めて行きたいと思っております。 
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作業が終了しましたら協働の観点から市民や事業者の意見を盛り込むことが当

然のスタンスでありますので、パブリックコメントという形によって意見聴取を行

います。最終的には、本廃棄物減量等推進審議会に諮って、決定をしてまいりたい

と思っております。具体的な見直しの日程につきましては、尾張東部衛生組合にお

きまして上位計画でございます一般廃棄物処理基本計画の見直し工程で現在着手

しておりますので、この工程に若干後になるかとは思いますが、基本的にはあわせ

て作業を進めていきたいと思います。本年9月ごろには、職員のプロジェクトチー

ムの見直し体制を作りまして、計画の目標達成度や見直す課題の検討をおこなって

まいりたいと思います。その後、資料には計画見直し方針の決定と書いてございま

すが、訂正させていただき、「計画見直し方針案」を事務局とプロジェクトで策定

して、来年1月ごろになるかと思いますけれども、再度この審議会を開催いたしま

して、大きな方針を決定してまいりたいと思っております。 

その後、見直し案を3月ごろまでに事務局及びプロジェクトチームで策定いたし

まして、本審議会に素案としての意見を聞き修正を加えました後、市民等のパブリ

ックコメントを経て、最終的には5月になるかとは存じますけれども、本審議会で

の決議をいただけるような予定で作業を進めていきたいと思っております。 

減量計画見直しについては以上でございます。 

 

桜井鎮哉会長  ご説明ありがとうございます。今の項目についてご意見等ございましたらお願い

します。 

 

中西敏憲委員  ごみ減量計画の見直し日程についてご確認します。基本計画の見直しを別途おこ

なって、それを見ながら見直しを進める形ですか。 

 

事務局   はい 

 

中西敏憲委員  見直しが小規模だから、職員によるプロジェクトを設置する、そういうことです

ね。 

 

事務局   はい 

 

中西敏憲委員  私は疑問を思っているのですけども、見直しの規模は小規模でないと思っていま

す。 

何故かいうとこの基本計画と今回見直ししようとしている計画との間には、重大

な不整合があるからです。何があるかというと、この計画を作るということは、実

行していくということですよね。どこで実行推進するのとかいったら、基本計画の

ほうは循環型社会推進会議というところでやろうと書いてあるのです。こちらは、

審議会でやりますと書いてあります。ということで推進する改正そのものが矛盾し

ているのですよね。私は1年前に委員になったばかりですが、議事録を見る限りで

は減量審議会で減量計画の進捗状況とか具体的な計画とか1個1個の項目について
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抑えられていないと思うのです。そういう状況の中で、そのものの整合性をきっち

りつけていないという問題意識があるのですよ。そういうことの中で私は決して小

規模とは思いません。重大な整合しなければならないことがあると思う。そういう

認識が1つですね。 

もう１つは、実行していくためには、計画にもありますが、事業者と市民と行政

が一緒に実行すると書いてあるのです。私は雑がみのプロジェクトを持っていまし

て、市民の意見を代弁していますけれども、残念ながらそういうことを一緒にやる

という組織はほとんどないといってよいと思います。瀬戸市のようにごみエコのボ

ランティアもないということですから、こういう見直しの機会にきちんとそうこと

をやって興味のある方に参加していただいて、自分たちが見直した計画だから実行

もやるという、実行の体制も作っていくことをしなければだめだと思うのですね。

そんなことがありまして、結果を見直すなら、できたものをどうですかってパブリ

ックコメントをするのではなくて、子供をつくるときから市民に入っていただいて

自分たちが作ったものだから子供を生み育てるというようなプロセスを踏むこと

で、市民と事業者と行政の本当の実行活動ができるのではないかということでそれ

についてはこういう意見です。 

 

谷口龍夫委員  今の中西敏憲委員さんの質問はレベルが高かったのですが、私の質問は、皆さん

は、ごみ減量計画の冊子を持って見えますか？冊子を持っていなければ質問のしよ

うがないよね。たとえば16ページにあります６番がありますね。ここは×がつい

ていますが、それに対して冊子の24ページにはこれに関連したものが載っておる

わけですよ。そこに前期、後期ありまして、前記のところに○が打ってあるのです

ね。この前期というのは、何年度から何年度のことを言っているのか。 

 

事務局  前期、中期、後期というのは、10年計画でありますので、だいたい 3年ごとの

期間となる内容になるかと思います。本件につきましては、「前期」にやるべきと

ありますので、その辺の評価をした上で進捗がなかったため「×」という評価をさ

せていただいております。 

あと、ごみ減量計画の見直しは皆さんと議論していきたいと考えておりますが、

「ごみ減量計画」の冊子をお持ちでないことは問題ですので、本日用意しており、

お配りしますので、今後の審議会の折には必ずお持ちいただきたいのでお声をかけ

させていただきたいと思います。 

中西敏憲委員さんの回答につきまして、市の基本的なスタンスなのですが、上位

計画と実行計画との間に大きな差があるということはわからないではないですが、

基本的には第四次基本計画の見直しを進めておりまして、基本的な手法は同じです。

進捗状況に問題があるか内部でたたきまして、その内容をパブリックコメントで市

民や事業者に意見聴取するという形で進めておりますので、本計画につきましても

なんとかこの形で進めたいと事務局では思っておる次第でございます。 

 

桜井鎮哉会長  中西敏憲委員いかがでしょう。 
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中西敏憲委員  質問を変えますが、尾張旭のこの計画の3者一体となった推進ということの体制

作りとか、そういうことは見直しの中で重大な事項としてあげられることはありま

すか。具体的には28ページに書いてある計画推進の作業というところが、これだ

けしか書いてないですね。これをどうやってやるかということを盛り込んで、これ

ができたらすぐに実行するという。それにはそのための体制づくりが最も重要であ

ると思うのですが。 

 

事務局  本審議会では、あくまで市長の諮問機関でありまして、審議会内容としましては

ごみの減量化、再生利用の推進方策等の関する事項といった所管を市長に答申して

いただくというのが皆様方の大きな職務になります。ただ、今言いましたようにこ

の実行に当たって審議会委員の皆さんにご協力いただくのは心苦しいです。当然一

番汗をかき中心となってやらなければならないのは行政でございます。ただ、事業

者や市民が参画いただかないというのは、大きな問題でございますので、これはひ

とつの提案になるのですけれども、循環型社会推進会議の中でメンバーの充実を図

りまして、たくさんの方に参加していただいているという経緯もございますので、

そういった団体と連携をとりながらこちらのごみ減量計画の推進にもご協力がい

ただけるような連携ができれば大変ありがたいなあといったようなことを行政と

してはお願いしたい。あつかましいことで、審議会で改正作業までお願いすること

は少し無理があるのかなと思っております。 

 

中西敏憲委員  私は推進会議に諮問とかいっているわけではない。行政が見直すならそれをどう

やって作っていくのかということが、見直しの大きな相手になるのではと言ってい

るのです。 

推進会議でやりましょうというのはそれはちょっとちがいますからね。ここにな

らべている×をどうしようということを、じゃあだけじゃないんですかということ

を言いたいのですよ。それをつくるためには、最初からそういうことができる方々

に参加していただくことによって、尾張旭のそういうことに関心を持ったメンバー

はわかってくるし、そういう方々の実行とういことの力になるのではないですかと

いうことで、最初から入っていただいてはどうですかといっているのです。以上で

終わります。 

 

桜井鎮哉会長  そうしましたら、「ごみ減量計画見直しについて」は先ほど回答がございました

ことで、いろいろな要因を含めながらこれから見直しを進めていいただくというこ

とで、推進体制につきましては先ほどにもございましたようによろしくご検討いた

だくということで、よろしくお願いいたしたいと思います。ほかにございませんか。 

 

谷口龍夫委員  ごみ減量計画の冊子について、事前に配るべきではないのか。 

 

事務局   事前に配るべきものだったと反省いたします。 
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桜井鎮哉会長  よろしくお願いします。それでは、議題のほうは意見がございませんのでこれで

終わらせていただきまして、報告事項へ移らせていただきます。 

事務局からお願いします。 

 

事務局  それでは3番目報告事項、(1)レジ袋削減（有料化）の取り組みについて説明し

ます。 

大きなタイムスケジュール的な図案になっておりますけれども、本年4月23日

になりますが、尾張旭市中央公民館におきまして日進市と合同で事業者を対象とい

たしましたレジ袋削減事業の合同説明会を開催いたしました。15社ほどの事業者

が出席をしていただいております。その後欠席した事業者も含めまして、レジ袋有

料化等促進事業についての参加確認のアンケート、事業者を対象としたものでござ

います。対象の18社中17社から回答を得まして、そのうちの12社がマイバッグ

持参運動の事業に参加したい、レジ袋有料化等促進事業の取り組みをしていっても

らいたいといった回答を得た次第でございます。 

参加希望がありました事業者は、チェーン展開をしておりますスーパーマーケッ

ト業、ドラッグストア等が中心でございます。コンビニエンスストアにつきまして

は、日本フランチャイズ協会を窓口に確認をいたしましたけれども参加をしないと

いう回答をいただいた次第でございます。そして7月22日に市民会館におきまし

て、尾張旭市で活動をしておられます消費者、主婦の参画の多い各種団体の方にお

よびかけをいたしまして、マイバッグ持参運動ネットワークという組織を立ち上げ

ました。今後につきましては、スーパーマーケットの店頭や市民祭などのイベント

でマイバッグ持参運動の展開やアンケートによる市民意向調査などを行っていき

たいと考えております。そのうち、11月ごろマイバッグ持参運動レジ袋無料配布

中止を掲げまして3者協定、市民、事業者、行政の3者がこういった取り組みを進

めていくといった協定を締結した後、レジ袋の無料配布中止を行っていければとい

った工程を現時点では考えております。以上でございます。 

 

桜井鎮哉会長  ただいまの件につきましてご質問等ございましたらよろしくお願いします。 

 

中西敏憲委員  質問としては、議題の報告事項ということがどういうことなのかわかりませんの

で、その辺のところを明確にできないことがあれば止めますのでご注意ください。

１つめの質問は、工程はわかったのですが、レジ袋削減の中身の審議というのはこ

の審議会でなされるのでしょうか。 

 

事務局  レジ袋の削減につきまして行政が先頭に立って価格や運動を強力に進めていく

ことにつきましては、好ましくないという公正取引委員会の所見を受けまして、先

進自治体、瀬戸市、名古屋市、豊田市、豊明市、安城市などたくさんの自治体で行

われており、今後も犬山市、江南市、日進市、名古屋市全域といった形で拡大して

いきます。 

すべてこういった市長の諮問機関でございます行政の審議会とは完全に分離し
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た市民組織を立ち上げまして、その団体と事業者が協定を行い、行政はその調整役

に徹するという形で進めているのが事業の内容でございますので、本市につきまし

ても報告は逐次させていただきますけれども、基本的にはこの審議会で審議をする

ことは考えておりません。以上でございます。 

 

中西敏憲委員  レジ袋の削減について世間でレジ袋削減否定論など様々な情報が錯綜していま

すね。たとえば7月4日の中日新聞では、（新聞を提示して）このような武田教授

の記事が載っております。それから、これに詳しいことが「偽善エコロジー」とい

う本が今ベストセラーになり、私もやっと手に入れたのですが、また、武田氏の記

事に対して名古屋市、名東区の市民の方が（武田氏の意見に）賛成だと言っておら

れる。今日の中日新聞では、たまたまこの件に関して「あなたの言うことは間違い

よ。必要なものはお金を出して買うのが当たり前じゃない。ただで貰えるから貰っ

て来るとうのはおかしくない。」といった中日新聞を見ても市民の間で議論をして

いる。言いたいのは、そういうことに対してやる旗を振るほうがきちんとした見解

を示して、「尾張旭の運動はこうなんだけれどもこうなんですよ」といった、例え

ばこの記事には「レジ袋はゴミ袋に使うからいいんだ」と書いてありますね。 

ところが、尾張旭市はそうではありません。一個一個否定を並べますけれども、

それに対してきちんと進めていく人はやっぱり見解を示して、二つの見解を並べて

その選択を市民に求めるといった進め方をしないとこれ（記事や見解が）がどんど

ん出てですね、（市からの）見解を示されないと市民は判断のしようがない。その

ことに対して、（見解を示すような）計画があるのですかという質問です。なぜレ

ジ袋かという質問です。市民に対してどういう風に市民に情報を発信していくのか。 

 

事務局  お答えになるかわかりませんが、確かに学説や研究者の中で意見が分かれている

のが現状であると理解はしております。ただ、大きな流れとして、国の環境省の方

針などですが、容器包装リサイクル法の趣旨の中ではレジ袋排出削減について非常

に大きな方向性を示しておるのが間違いない事実でございますし、先進自治体にお

いても実際取り組みを始めたところ事実上 80％～90％の方、夕方仕事帰りの男性

の方以外はマイバッグを持ってレジ袋の辞退をしておるというのが先進自治体の

実情でございます。 

そういった事案を含めまして、なぜレジ袋かということなのですけれども、ライ

フスタイルを市民の方の身近なことで見直すという、大変いいきっかけになると私

は思っております。大変便利で使いやすいものではあるのですけれども、40年前

は買い物に行って誰もがレジ袋など貰わず、買い物籠をぶら下げて行くのが当たり

前の世の中であったものが、便利な社会になってレジ袋が無料でもらえるからとい

うだけでレジ袋が普及しているのはわかるのですけれども、少しライフスタイルの

見直しのきっかけとしてレジ袋の削減運動をやっていきたいというのが行政の思

いでございます。以上です。 

 

中西敏憲委員  なぜレジ袋かということは理解をしました。あってもなくてもいいものを流され
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てしまい、渡すほうも渡されるほうも見直せよということだと思うので、割り箸で

あったり、紙の資源化であったりすると思うのでそれは理解できるのですけれども、

とはいうもののこういうことに対してきちんと説明しないでいる。 

武田先生がなんで無茶なことを言っているか最後まで読んでわかりました。みん

ながやっているからだとか、お国が言っているからといって必須のようにやること

はおかしいと思うから市民がもっと賢くなって自分たちが正しく判断するような

目を持ってやりなさいよということがいいたいし、彼は哲学のことまで言っている

のですね、実は。物に満足を求めている、心が満足できないから物に求めている、

という哲学の話まで言っているのは置いておいて、なぜかということを、市民がな

ぜかと迷っていることに対して、対局面から見解をしないということはものすごく

大変だと思うのですよ。ようは、法律がそうなっているから、周りがやっているか

ら、それでは見解にならないのですね。 

 

桜井鎮哉会長  ある程度レジ袋削減については、社会的なコンセンサスが出来上がってきたとい

うような認識もあるかと思うのですが、そういうことを市のほうは見解なさったと

思うのですが。女性の立場で・・・（意見はありませんか） 

 

中西敏憲委員  大事な話なんですよ、私は市民の立場から、聞こえてくるのですね。 

 

谷山れい子委員  私の場合はエコ袋をいつも2つ使っていますけれども、（レジ袋は）使い分けて

という言い方もおかしいですけれど、お店によってその時に使ったり、生ごみを捨

てるときに使ったり、やはり直接黄色いゴミ袋に入れるというのはできないもので

すから、私は新聞紙にくるんで水分を取ったり、ビニール袋を使わせていただくと

いう形で（出すためにレジ袋を貰っています）。お店によって、マイバッグ推進す

るお店ではマイバッグを使わせていただいて、その区別を自分でやっているその自

分がおかしいのかなと自分で自分にそう思いながらやっているのです。 

それで市のほうでは、不燃物は透明な袋で、お茶碗などは透明な袋に入れますけ

れど、それに入れてスーパーでもいろいろありますけれどね、透明袋になっている

ところ、色のついている不透明のものもありますので、ちょっと使い分けをしてい

るのです。 

 

桜井鎮哉会長  ありがとうございました。このレジ袋が実際にそういう（有料化という）ことで

実行されるあかつきには、協力していただけるお店が格段に増えるというようなこ

とで、今実施をなさっているマイバッグを奨励しているお店がスタンプを押してく

れるとか…ですね。 

 

谷山れい子委員  そうですね。だから、マイバッグを持っていくとスタンプをもらえるとかそうい

う形になると思うのですけれどね。名古屋市のほうだと普通スーパーの袋でごみが

出せますというのを出していますよね。 
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桜井鎮哉会長  これからそういった取り組みが進むということでよろしいですね。 

 

谷口龍夫委員  ここ（新聞）に 88％（レジ袋辞退率）と書かれているのですね、つい最近のや

つが。ずっと前を見て、一番最初のやつがですね、これが 60（％レジ袋辞退率）

とあります。これが4月2日ものです。 

これをずっと3月から見ますと、こういう風の流れというのはやっとこのときの

中でこういう風になったと。こういう過程が新聞に出ておるのですよ。瀬戸市です。

ここで何を質問するかというと、当然市の方も記事を読んで見えるはずですわ。こ

れに対して、先にぐっと掘り下げて、ここまでこれたことに対してどういうことを

してきたか知ってみえます。つまりちゃんと（実施して）記事になる前のことを。

情報を。 

 

事務局    アポイントをとって（瀬戸市に）聞き取ったという事実はございません。 

 

谷口龍夫委員  これは市のほうでやっているのでしょう。瀬戸市は。職員同士の情報交換はある

のか。 

 

事務局   それはあります。 

 

谷口龍夫委員  あるでしょ。そういうときに88％になったのはですね、（どういった風にやって

いるのか聞いていないのですか） 

 

事務局  協定の中で、そういったうたい文句を載せますので、いくらとは決めませんけれ

ども有償配布はしますと載せます。それに伴って、その部分（有償で得た収入）は

環境等に関することに寄付しますよと。瀬戸市の例ですと、当初は市民間のトラブ

ルはあったけれども概ね順調に推移して、今言った 88％という現状になっている

と思っております。 

私どもが一番心配しておりますのは、尾張旭市の隣接地域でも10月4日から名

古屋市守山区、名東区一体でレジ袋の有料化が始まります。ですから、尾張旭市の

西のほうの方が、四軒屋のヤマナカだとか清水やとかダイエーだとかイオンとか当

然お買い物に行かれると思うのですけど、市民であろうが市民でなかろうが、購買

する際は皆さんレジ袋を辞退するか、お金を払ってレジ袋を買わなくてはならなく

なります。商業圏域と行政の人口の移動とはまったく別物ですので、これだけ周辺

自治体の中でレジ袋の有料化が進んでいく中で尾張旭だけ独自にこのままのかた

ちというのは、なかなか市民としてご理解が得られないのではないかと予測をして

おります。 

 

桜井鎮哉会長  それでは、次に移らせていただきます。 

 

中西敏憲委員  お待ちください。（有料化に伴い）スタンプカードを使って、断った方に5円か
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4円か知らないけれども還元するよということでポイント制度というのは、決まっ

ているということでそういう理解でよろしいわけですね。 

 

事務局  基本的にはこれから、市民団体、事業者と協議していく内容であります。行政は

その調整役をしていきたいと思います。事業者にも当然思いが各お店ごとにあると

思いますし、市民の方にもいろいろ思いがあると思いますのでどういう形で還元、

直接還元になるのか、どうなるのかはこれからの協議になると思っております。 

 

中西敏憲委員  市民団体は市民のどこなんですか。 

 

事務局  審議会に参加している方もたくさんお見えになりますが、9団体ほどございます。

愛知県消費者協会尾東支部尾張旭班、尾張旭市子ども会連絡協議会、尾張旭市商工

会女性部、尾張旭市小中学校ＰＴＡ連絡協議会、尾張旭市地域活動連絡協議会、尾

張旭市地域婦人団体連絡協議会、尾張旭市婦人消防クラブ、尾張旭生活学校、ＪＡ

あいち尾東農協女性部尾張旭支部等でございます。基本的に違うのが当審議会では

代表の方にご参加いただいて意見を述べてもらっておりますけれども、マイバッグ

持参運動につきましては、会に入って見える皆さん方に、店頭でのキャンペーンや

市民祭でのボランティア活動をお願いしたいと、ですから団体によっては100名を

超える団体の方もみえますけれども、その市民の方々の総意で進めていきたいと基

本的には思っております。以上です。 

 

福島晶子委員  レジ袋無料配布中止について、平成21年3月の具体的な日にちは、いつですか 

 

事務局   マイバッグ持参運動ネットワークでは4月1日でどうかと素案を出しております

が、ただ事業者とこれから協議して日にちを設定していただくのですが、市民団体

の方には（4月1日という日付を）ご提示はしております。 

 

福島晶子委員  主婦の目でいわせてもらうと、名東区とか守山区とか瀬戸市とかずいぶんいろい

ろなところで身近にマイバッグ運動が始まっているので正直この長いスパンはいる

のかなと思うのですが、（時間がかかるのは市民団体、事業者で調整しなくてはいけ

ないからですか） 

 

事務局  あと、行政としてはいまだかつて市民の方に意見として聴取した経緯というのは

ございません。 

 

福島晶子委員  では、反対意見が多かった場合はどうなりますか。 

 

事務局  他市町の事例をみると、7割くらいの方にご賛同いただけるという、大きな方向

性は見えておりますけれども、尾張旭市民の方に1度も意見を聴取したことはござ

いません。それが一番ネックです。 
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福島晶子委員  それは一人づつに意見を聞くのですか？ 

 

事務局  店頭でアンケートをとります。ですから、尾張旭市民の方が名古屋市で買い物な

さる方も見えますし、逆に名古屋市民の方が尾張旭市で買い物をされる方も当然見

えると思います。そういうことも踏まえまして、スーパーの店頭で実際廃止される

現場で関わる人の意見を聞きたいと行政としては思っております。（現場で聴取し

た意見を）サンプルとしてレジ袋廃止の現場でご理解いただけるのかという思いが

あります。良いご意見があればマイバッグ持参運動ネットワークの会議の中でこう

いった（意見の）聴取方法はどうだろうとご提案いただければ斟酌いたしますが、

今現在はそのような形で前回7月22日の会議でも話し合われました。 

 

福島晶子委員  今はいい提案が考えられないですけど、スーパーの店頭だけのアンケートが市民

の意見というのは、少し意見とはいえないと思うのですけど。 

 

中西敏憲委員  最後に、行政が当事者ではないといわれたので言いようがないのですけれども、

この件は、要するに市民の団体がやっていると。だから、報告はその方が来て報告

してください。当事者ではないという方から報告を受けてもしょうがないでしょ。

このレジ袋については、いろいろご意見言ったりしているが、行政は当事者ではな

い。（レジ袋有料化は）市民を中心とした団体が進めているとおっしゃられるから、

私も（意見を言うのを）やめたのです。 

だから、きちんとした報告事項は当事者から今後説明するようにこの場合してく

ださい。とういことの要望です。当事者でない人から説明を受けて、質問をしたら

私は当事者ではないと言われると会議になりませんからね。 

 

事務局  当事者でないという言い方をしているつもりはありませんが、コーディネートす

る調整役だということです。 

 

中西敏憲委員  それでは、みんな話をかわすことになると思います。最後の質問を終わります。 

 

桜井鎮哉会長  それでは報告事項2の各施策の実施スケジュールについて説明をお願いします。 

 

事務局  10月からのリサイクル広場常設化事業計画ということでございます。既に平成

17年10月から土曜日、日曜日に限ってリサイクル広場を開設しておりますけれど

も、これを本年10月から月曜日から金曜日までの平日にも開催し、常設化をして

市民のサービスの向上を図ります。また、常設化によりごみの資源化やごみの減量

化につなげていきたいということで計画をしております。事業について配布した資

料に基づき簡単に読み上げさせていただきますけれども、1番、名称は尾張旭市リ

サイクル広場で、場所は尾張旭市環境事業センターです。 

２番目の常設化をする目的でございますが、現在、土曜日及び日曜日に開設して
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いるリサイクル広場を平日、これは祝日を含みますけれども、開設することにより、

地域における決められた収集日に出すことができなかった資源ごみをいつでも持

ち込める場として提供することにより、ごみ排出機会の向上とともにごみの資源化

の一層の促進を図ろうとするものであります。また、従来、中心は自転車や家具等

でございますが、現物展示によるリユース物品の提供のほか、新たにリユース情報

掲示板への掲出による市民の不用品情報の提供を行うことによって市民同士のリ

ユース物品の交流の促進を実施したいと考えております。例えば、現物はリサイク

ル広場に持ち込んでいただけないですけれども、学習机であるとか、健康器具等を

購入後あまり時間が経過していないが、必要がなくなったので欲しい人があったら

申し出てくださいねという形で不要な品物のある市民からの情報と逆に子どもが

いるので学習机が欲しいなというような情報を掲示板に張り出すことによってそ

うした情報を仲介することによって、いらない人からいる人へと渡すことによって、

少しでもごみの減量をしていただきたいなと思っております。 

３番目の実施期間は、先ほど申しましたように、今年10月1日水曜日から実施

したいと考えております。4番目の開設時間、休業日でございますが、これは現行

の土曜・日曜日と同じ時間で開設時間は午前9時から午後4時までで、休業日につ

きましては12月29日から翌年の1月3日までで1月4日からは開設するという形

です。５番目の使用施設の範囲については、別紙「リサイクル広場案内図」の通り

になります。 

この案内図は現行とほとんど同じですが、特にリサイクル展示広場は展示物を充

実させていきたいと思っていることと、受付の隣りにリユース情報掲示板というも

のを新たに設けさせていただきたいと考えております。説明資料の23ページに戻

っていただき、6番目の運営スタッフについて説明します。現行の土曜日、日曜日

は従来とおり、労務職員１名とシルバー人材センターから３名のスタッフを派遣し

てもらい４名体制で運営いたします。10月以降もこの形で実施したいと思ってお

ります。新たに増える月曜日から金曜日までの５日間のうち、４日間は障害者団体

に、残り１日間は消費者団体、これは従来から環境事業センターにいろいろ協力を

いただいている尾張旭生活学校に業務委託して３名のスタッフの派遣を受けて運

営していきたいと思っています。ただし、事前にお話しさせていただいた結果、障

害者団体や消費者団体は祝日は対応できないとのことですので、祝日に当たる場合

は、現行に追加してシルバー人材センターからのスタッフで運営していきたいと考

えております。また、平日の場合は労務職員が対応できませんので、臨時事務職員

を１名雇用して対応したいと考えております。 

また、10月 1日から平日開設ということでオープニングセレモニーを開催した

いと考えております。当日は、資源ごみを持ち込んだ市民先着100名にエコバック

や指定ごみ袋の試供品などを配布する。ぜひ当日来てくださいよというＰＲをした

いと考えております。このオープニングセレモニーに合わせて、尾張旭市のごみの

分別方法、全部で10分別の分け方や資源ごみの分別収集の周知・啓発も行いたい

とも考えています。 

次に、10月 1日に向けて、どのように市民へ周知していくかの方法ですが、市
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広報9月15日号と同時に全戸配布される「ごみ出しカレンダー」に、リサイクル

広場常設化のチラシをはさみ込んで周知していこうと思っております。また、市広

報 9月15日号と同時に市のホームページにも掲載して周知を行い、9月からは土

日に「リサイクル広場」に訪れる市民へチラシを配布することにより周知を図って

いきます。さらに、10月1日の3～4日前に配布される市広報10月1日号の紙面

に写真を入れてインパクトのある形でＰＲをしたいと思っております。このほか、

市の記者クラブ等を通じて、各新聞社やとうめい新聞、中日ホームニュース、ＧＣ

ＴＶなどに情報提供し、市民周知への協力依頼を行っていこうと考えております。 

9番目のその他ということで、(1)常設化にあたり予算もない中ですけれども、

屋外看板の設置や展示品となるリサイクル商品（パレット、ベンチ、工具ボックス、

植木鉢）を購入する予定をしております。こちらは9月補正で計上し対応したいと

考えております。(2)としまして、リサイクル広場を更に充実していきたいと考え

ておりますので、設置時期は未定であるが、今後、（仮称）「尾張旭市リサイクル広

場運営協議会」をスタッフや関係団体、公募市民などの参加を得て立ち上げ、リサ

イクル広場の一層の充実を図っていきたいと考えております。以上が10月1日以

降のリサイクル広場常設化の説明でございます。 

事前に中西敏憲委員さんよりご質問、ご要望、ご意見いただいた件について、開

設時間が午前9時から午後4時までで、市民の利便性に重きを置いたものではなく

て業者の都合ではないか、市民の利便性ということで考えれば24時間営業とか、

あるいはもっと早い時間帯に普通に例えば、勤めの人が出勤途中にも退社帰宅途中

にも持ち込める時間帯に開設すべきではないかというご意見をいただいておりま

す。そういった貴重なご意見はご意見として承っていかなければならないと思いま

す。現実には、スタッフとしてご意見にある時間帯に対応できるかというと、土日

はシルバー人材センターに委託して行っており、これから平日には障害者団体や生

活学校にお願いしていこうということで、これからお話しして実施していこうと思

っておりますので、開設時間帯等も含めて見直しについてついては今後開設する

「尾張旭市リサイクル広場運営協議会」の中でいろいろなご意見をいただきながら

更に充実を図っていきたいと思っております。まずは、充実の取り組みとしてはこ

ういった形で開催していきたいということをご理解いただきたいと思います。それ

から、常設化を契機にした提案について、リサイクル広場で積極的にごみエコを啓

蒙する機能を付加するということで、単に展示物を置くだけでなく、たとえば訪問

者ひとり一人に雑がみ分別を呼びかけ、まだやっていない人には分別のやり方を説

明し、始めるための道具を提供するということについて、新たに現行のシルバー人

材センターのスタッフの方や障害者団体や生活学校のスタッフの方に運営をお願

いしていく中で10月1日開設の事前に運営の説明をさせていただきながら、可能

な範囲内で運営スタッフにもこういった雑がみ分別や資源ごみ分別等の啓発につ

いて業務内容として要請していきたいと考えております。以上でございます。 

 

桜井鎮哉会長  ありがとうございます。中西敏憲委員さんどうぞ。 
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中西敏憲委員  開設時間が、午前9時から午後4時ですが、言いたいのはコンビニの店を開く人

がどういう企画をしてやっているかということを考えて欲しいわけですよ。市民へ

のサービスはなんだといったら、やっぱりここに書いてあるようにウイークデイに

資源ごみ排出できるようにすることでしょう。市民がどういう行動するかといった

ら当然、お父さん、お母さんが持っていくということになるでしょう。そういうこ

とをやるのだったら自ずと時間帯が出てくるのですね。そういうような本当に民間

が自分のお金を払ってテリトリーや営業時間を決めているわけですよね。はっきり

いって言ってそういうようなプロセスを踏んでいないのです。役所は9時に始まり

後始末があるから4時に終わるんだと、それはお客を全然見ていないのですね。開

設していくのがサービスだと思っている。その点で市民側とものすごくギャップが

あるので、これではまずいねと、そういうことが言いたいのです。10月から始め

るので、時間がないのですけど、仕事の進め方として一つの例外ですよね。やはり、

きちんと学んでほしいところは学んでほしいです。 

 

桜井鎮哉会長  ご意見を終わりにして、次に移りたいと思いますが、次は資源ごみ回収団体活動

奨励金制度の見直しについてお願いします。 

 

事務局  資源ごみ回収団体活動奨励金制度について、説明させていただきます。こちらは、

市民の方が会員で営利を目的としない団体があらかじめ登録していただき資源ご

みを回収した場合、重さ１ｋｇに対して4円の奨励金を年2回の請求でお支払いし

ているという形になります。こちらの奨励金制度をご利用いただいている団体です

が、本年度は今のところ75団体、昨年度については88団体の登録をいただいてお

ります。ほとんどが子供会です。今年度は73団体の子供会に登録をいただいてお

ります。以上が奨励金制度の説明になります。 

 こちらの見直しということで平成19年4月より5円から4円ということで奨励

金の1キロ当たりの金額を下げております。こちらの変更につきましては、全庁的

な歳出見直しということで集中改革プランによる見直しがございまして、5円から

4円に引き下げをいたしました。続きまして、平成 19年度に市長の諮問機関であ

ります補助金等審査委員会におきまして指摘をいただいた件について今見直しを

していこうとしております。指摘の内容について、概略ではございますが（説明い

たしますと）、資源回収団体と契約をしている廃品回収業者について現在届け出制

度等としていないため、資源売却価格等の価格の公正性や不正を防止できているか

どうかの確認とうい観点から補助金を見直しした方が良いとの指摘を受けており

ます。他にも奨励金制度についての全体的な見直しについても指摘をいただいてお

ります。そこで、補足資料3について、見直しの工程、方針的にはまだこれから検

討していくということですが、こちらの工程表で提示させていただきます。一番上

の段、8月、9月段階で見直しについての方針を検討していきたいと考えています。

こちらの検討、市の側の検討を行い、そちらを踏まえまして、下の段ですが10月

に資源ごみ回収団体への実態調査、市の検討の段階でどのような問題があるか確認

した結果についての調査を行いたいと思います。10月については年 2回の補助金
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請求の前期請求の時期にあたりますので、この時期に合わせて調査を行いたいと思

っております。 

その結果を踏まえて、見直しについての詳細を10月から1月に検討したいと思

っております。こちら予算の時期でもございますので予算についても詳細を詰めて

まいります。併せて11月以降になりますが、雑がみ分別説明会等のおりに意見交

換を開始したいと思っております。1月に見直しの詳細を決定いたしましたら、業

者の説明会を1月に実施したいと思います。また、業者の説明会等を踏まえて、要

綱を制定しまして、2月に子供会等に新要綱を発送したいと思っております。要綱

送付に合わせて、アンケートを子ども会等に実施いたしまして、見直しについてど

ういったご意見があるかどうか確認しようと思っております。最終的には平成 21

年4月から新しい資源ごみ回収団体の登録を開始したいと思っております。以上こ

のような流れで見直しを考えております。 

 

桜井鎮哉会長  ただいまのご説明についてご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。 

 

中西敏憲委員  奨励金の見直しについては、平成21年4月からということでよろしいでしょう

か。 

 

事務局   はい。 

 

中西敏憲委員  奨励金見直しの中身についての審議はこの審議会でやるのですか？見直しのポ

イントとかがわからないですよ。様々なことを雑がみ説明会等で市民の方に言われ

るというだけにですね、非常に大事ですから。 

 

事務局  お答えさせていただきます。基本的には今説明いたしましたけれども、もう一つ

の市の補助金等審査委員会の答申を受けて見直しをするということは間違いござ

いません。 

当廃棄物等減量審議会関係では、基本的には市の政策に関わります予算的なもの、

交付の手法等につきましては行政の政策の中で整備をさせていただいて、各自子ど

も会等運営にも支障がなく、財政的な負担や補助金の使途の関係からも説明できる

内容で要綱は整備して政策的に市長の判断のもとに進めていきたいと思っており

ます。 

本審議会では当然ごみの資源化というのは大きな課題になりますので、次回 1

月を予定しておりますけれども、その時点の本審議会は新要綱の発送の前になりま

すので、素案としてはご提示いたします。ただし、今いいましたように予算である

とか、政策の本筋に係ることにつきましては行政内部で進めさせていただきますの

で、より軽微なもの、例えばここはこうした方がいいという、大きな方向性、予算

や政策的な方向性の観点から問題がないというような内容につきましては、当審議

会において修正していただいてかまわないと、再度訂正した上で子ども会等に連絡

してまいりたいとそのように現時点では思っております。以上です。 
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中西敏憲委員  私の質問の趣旨は、細かい案のことではなくて見直しのポイントはどうなのだと

かたまたま業者といわれましたけどそれだけではないと思いますので、見直しの内

容の方針についての報告なり審議ということなのです。どういう項目を見直しの対

象にするのかとか、見直しの方向として例えばもっと市民に透明な内容にするんだ

とかね、そういうことがあろうかと思いますので、そういうことについてはまさに

審議会の課題であって一個一個の詳細については、これはまさに行政だと思うので

すよ。そういう思想なんです審議というのは。あるいは報告でも結構です。 

 

事務局  基本的には行政の政策的な中で整理していきますので、補助金等審査委員会の方

針の内容はございますので、それを踏まえた上で市の大きな方向性は政策形成の中

で行政の中で進めたいと思います。本審議会の中でご審議いただくということは今

のところ考えておりません。 

 

中西敏憲委員  報告はしていただきますか？方針の報告を。 

 

事務局   審議会を開いてということですか。 

 

中西敏憲委員  開くか開かないかは別として、集まると集まらないと別として、文章で。 

 

事務局   それはできます。 

 

桜井鎮哉会長  それは検討が終わった１０月くらいの段階ですかね。 

 

事務局  大きな方針が決まりましたら、審議会にも当然関係あることでございますのでご

報告します。大きな方向性が出てきますので子ども会等に内容を提示していく形で

対応していきます。 

 

中西敏憲委員  改正の方針は、市民としては確認したいなと思いますのでご理解いただきたいと

思っております。ありがとうございました。 

 

桜井鎮哉会長  ほかによろしいでしょうか。 

それでは報告事項は以上で終了させていただきまして、最後の項目ですがその他

について説明をお願いします。 

 

事務局  指定ごみ袋基準の見直しとレジ袋化についてという欄をご覧ください。こちらの

方現在本市で指定しておりますごみ袋が、可燃ごみ袋 45ℓ、30ℓ、20ℓ、およびプラ
スチック製容器包装45ℓの合計4種類のごみ袋を指定しております。現状の課題と
しまして、10年前に策定いたしました指定ごみ袋の規格ですので、こちらが現状

と合わなくなってしまったのではないかということで、その他として報告させてい



22 

 

ただきます。順を追って説明いたしますと、可燃ごみ袋45ℓ、30ℓにつきましては、
平成10年10月から指定をさせていただきました。可燃ごみ袋の20ℓにつきまして
は平成16年4月から指定をさせていただいております。プラスチック製容器包装

のごみ袋につきましては、平成14年8月から指定をしております。こちら10年前

と申し上げましたが、袋を生産する技術変化しておりまして、表を見ていただくと

当市の指定ごみ袋と春日井市での指定ごみ袋比較がございまして春日井市の指定

ごみ袋の欄を見ていただくと少し違っております。こちらの内容を見ていきますと

指定ごみ袋の規格につきまして当市では袋の厚さ（可燃ごみ袋）45ℓは0.03㎜以上
ということで指定をしております。30ℓ、20ℓについては0.025㎜以上ということで、
当市は低密度ポリエチレンを指定しておりまして、春日井市の指定では0.02㎜以

上ということで指定ごみ袋を作成しております。春日井市については最近指定ごみ

袋を導入しており、袋の製造認定業者の技術が発展したため0.02㎜の厚みでもで

きるということを聞いた上での指定だと聞いております。当市においても指定ごみ

袋の規格を見直してほしいということで業者からの意見をいただきまして、今回こ

ちらのほうを（見直していこうということを）報告をいたします。 

 内容としまして、まず1点が、原油を原料に使っておりまして、原油が高くなっ

てきているということで指定ごみ袋を値上げしなければいけない段階にあるとい

うことで報告を受けておりますが、0.03㎜以上ということで春日井と比べますと

0.01㎜（厚みが）分厚いということで余分に資源を使ってしまい、値上げになっ

てしまうということを聞いております。ごみ袋の厚さを薄くすることで原油の使用

量を減らすことができ、価格もある程度抑えることができるということを言われて

おります。市としましても収集体制の支障や市民の利用のしやすさ等を考慮しなが

らこういった規格を考えたいと考えております。実際、検討内容につきましては、

まず、先ほど申し上げましたごみ袋の厚みの見直し、具体的には春日井方式のよう

に低密度ポリエチレン0.02㎜以上とか高密度ポリエチレン0.015㎜の厚みを可能

とする方法や、強度についての基準もできると聞いておりますので、そういった面

も含めて見直しを進めたいと考えております。 

 また、市民の方からご意見、お問い合わせをいただいておるのですが、手提げ部

分のある小型のごみ袋についても指定ごみ袋として含められないか意見を承って

おります。持ち運びしやすい、縛りやすい小型のごみ袋20ℓより小さいごみ袋の方
が減量に効果がある点もございますので、そういった形状につきましても検討した

いと考えております。現段階では、この（程度の）検討内容で申し訳ありませんが、

事務局からは以上の報告になります。 

 

桜井鎮哉会長  ただいまのご説明についてご意見、ご質問等ございましたらよろしくお願いいた

します。 

 

吉田民子委員 （配布した資料にあるごみ袋の厚みについて、間違えがあるとの指摘があり、現在

尾張旭市のごみ袋の厚み0．003㎜が0.03㎜であり、春日井市の低密度ポリエチレ

ンは0.002㎜が0.02㎜であることを訂正した。） 
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中西敏憲委員  どういう日程で見直しをする予定ですか。 

 

事務局  基本的にこのごみ袋の基準の見直しを審議会でやっていきます。1月の審議会の

議題にしたいと思っております。10月ごろから指定ごみ袋の認定要領というのを

定めておりまして、登録業者がございます。その業者と一部この内容についてお話

し合いを持って、現状10枚程度入りの袋、45ℓ、30ℓ等があるのですが、100円から
150円くらいの単価で作成してくださいというお願いをしていきたい。ただし、こ

れは市場価格ですので上がったり下がったりしますが、今の原油価格でこの枠の中

で作るのは可能だと思います。その関係もありまして今言った技術の革新の中で、

強度的に保持ができてもう少し薄くできるのであれば、業者はできると言っており

ますが、市民の負担を少なくできないかといったようなことがこのごみ減量審議会

の中でやっていきたいと思います。業者と話し合いをしてみますと、本市の大多数

のシェアを占めておりますのが指定ごみ袋取扱組合がございます。市の140店程の

業者が商工会に入っておりますが、組合で一括発注されてごみ袋を各お店で売って

おるというのが実情だものですから、販売店の立場から、こういった方向にしたい

のだけどという素案を商工会の指定ごみ袋取扱組合と協議をした上で１月に審議

会にあげるという形で、どうなるかはわかりませんがごみ袋の単価を上げることは

よろしくないと思うので、強度が維持できて新しいごみ袋ができたり排出しやすい

環境ができるかどうかという、そういった手順で検討して参りたいと以上のように

思っております。 

 

中西敏憲委員  いつ実行するのですか。 

 

事務局   来年４月以降です。 

 

中西敏憲委員  今、業者のことでニーズがあるということはよくわかったのだけれども、市民か

らいろいろな意見が出ているわけですね。市民のニーズを広く把握するというステ

ップはこの中にあるのでしょうか。 

 

事務局  これについては、レジ袋削減の関係でスーパーで市民団体によりアンケートを取

っていただくその際に、行政としては、この件のニーズを把握したいと考えており

ます。 

 

中西敏憲委員  時期はいつごろです？ 

 

事務局   10月です。 

 

中西敏憲委員  わかりました。ここに書いてある資料を見ると行政が市民に対するニーズを本当

に理解しているかということが疑問になってくるのです。ここに出てくるのが市民
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が手提げ部分のあるごみ袋を望んでいると読み取れるわけです。表題からしても。

レジ袋化といったことからも。私の知っている範囲では、そういったことはありま

せん。もっと小さなゴミ袋が欲しいよということです。20ℓでは大きすぎる。なぜ
ならば分別をどんどんやれといったらこんなに少なくなった、2人家族で。だけど

も、生ごみがあるから毎回捨てたいのだけども、2回分を1回にまとめたくないか

ら、小型のごみ袋が欲しいよということが市民のニーズなのです。たまたま春日井

がやっているようにこれ（春日井の袋を指し）があるとうれしいねと、これはレジ

袋の削減になりますねということでレジ袋というのであって、だから小型のレジ袋

を入手する、つくる方法論、アイデアとして出ているのであって、けっして手提げ

を作るということを言っているのではないというのが私の認識なのだけども、ここ

の文面からするとそういう意識がないのですね。だから、そういうことも確かめて

ください。ということが一番言いたいのです。 

 さらに重点課題になってくるのですが、検討内容の中に不燃ごみ袋指定袋化など

が出てませんよね。ところが、これも市民から直接言われているし、市議会でも再

三いろいろな議員から課題提起されているわけですよ。これが検討内容に出ていな

いことを考えると、業者の言うことには一生懸命やるけれども、市民の言うことに

ちゃんと耳を傾けているのという風に穿った読み方をせざるをえないような文面

の内容なのですよ。そういうことからいって、質問63になるのですけどこれは任

しておけないと、はっきり申し上げて、こういう規格については、市民を代表する

委員としてきっちり審議会としてこれは中身とかそいうことも見させてもらわな

いと、行ったり来たりをしないと実現が遅れるなという感じがしましたので、これ

は審議会で1月にやっていただけるというですので、ぜひともお願いします。以上

です。 

 

事務局  まず春日井市の10ℓのごみ袋は当初レジ袋でごみを出してもよいですよという形
で指定袋を何も決めていませんでした。平成19年4月に初めて指定ごみ袋を設け

られました。10ℓについては大変小さくて容量がなく、口がないと（手提げ部分が
付いていると）縛ってしまうとその容量分は入らないという、口がない分だけ容量

が小さくなってしまうということがございます。そういった意味合いから、すべて

のごみ袋をレジ袋型にされた自治体がございます。県下では岡崎市です。45ℓも30ℓ
もすべて縛る部分が付いているのですが、いっぱいまでごみが入らないという、そ

れが良いか悪いかは別なのですが、若干袋の単価は高くなるのですが、そう言った

自治体もあるということをご紹介させていただきます。 

 不燃ごみの袋の指定ですが、行政としましては現在2市1町尾張東部衛生組合で

ごみの処理をしているのですが、ルールがバラバラです。瀬戸市が透明の指定袋を

指定しています。長久手町はストックヤードにかごを置きましてそこに入れていた

だいています。尾張旭市の場合はレジ袋でも結構ですが、飛散するものは中が見え

る袋に入れて出していただくようお願いしております。行政としましては、統一が

したいです。2市1町で同じルールに統一して不燃ごみを回収して、粗大ごみとの

区別がしたい。粗大ごみの定義もバラバラだものですから、尾張旭市の場合は３辺



25 

 

を足して1.5ｍ以上にならなければ不燃ごみとして出せますとしていますし、長久

手町では１辺が1ｍ超えていたら粗大ごみとしています。瀬戸市の場合、指定の不

燃ごみ袋に入らなければ、粗大ごみであるというルールになっています。 

 行政としましては2市1町で統一ルールを定めてその際に、袋の指定をするので

あれば、燃えないゴミの指定を2市1町でできないかなとの思いをもっていますの

で、もうしばらくの間ご猶予いただけると、粗大ごみの有料化と合せて個人的には

やりたいなと思っております。以上です。 

 

中西敏憲委員  確認します。手提げ部分のあるというのは、45ℓ、30ℓ、20ℓと今あるもの、これ
から指定するものを含めて、口元を手提げ部分に変更するという検討課題が一つあ

げていますということですね。 

 

事務局   今は、考えておりません。 

 

中西敏憲委員  言いたいのは、ようはあまりにもこの資料がお粗末なんですよ。何を考えている

のかわからないのですよ。これからきちんと整理して、何をやりたいのかというの

が資料として伝わるようにしてください。審議会としてはお粗末です。以上です。 

 

清水正枝委員  ごみの種類が違うのですが、香流苑でし尿処理場の肥料を無料で差し上げますと

いうのが広報に載っていますけれど、私も家庭菜園をやっているのですけれど、そ

れが欲しいのだけど、それが一袋 30ｋｇ程あるのですね。小分け等して農協か何

かでお金を出してもいいから、少々は。春日井等では春日井グリーンとかいって小

分けにしている。尾張旭市の場合は、車で行かなければならないし、予約をして車

でなくて自転車で運べるような肥料を買ってでもいいから、市役所の駐車場で売る

というかそういうことを考えていただけないでしょうか。現在、し尿を処理したも

のは全部処分できてますかどうか。それをお聞きしたいのですけれども。 

 

事務局  香流苑のし尿等の有機廃棄物が原料となっており、香流エースという商品名で市

民に無料配布いたしております。 

大変窒素分が多くて、葉物野菜の肥料としての利用されております。リサイクル

センターである程度の袋を香流苑からお持ちしまして、配布も検討してまいります。 

全然別の場所で配布するという予定はしていないですし、小分けにしてお渡しす

るというのは、難しいと思っております。 

 

桜井鎮哉会長  以上でよろしいでしょうか。 

 

中西敏憲委員  その他の議題ということであります。市役所のＩＳＯ１４００１ということで環

境の改善をいろいろ庁舎の中でされていて、尾張旭市の広報7月１日に出ています

が、「紙の効率的使用」や「紙のリサイクルの推進」が平成18年度に引き続いて連

敗であるという事実が書かれています。一方、私は雑がみプロジェクトをやってい
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まして、紙について市民の方と対話しながらでてくることが、自分たちはやってい

るのだけども行政もちゃんとやっているのかというを言われる方もあるし、そうい

うことの中で、これの数字を見て秋口から回っていくのですけれども、そういう市

民の方が出てくると思うのですね。そこでですねやっぱり、見える形で何らかの形

で市民や審議会の中で言ってほしいなと。簡単に言うとＩＳＯというのは、ようは

目標を達成しなかったら原因を調べて新たな計画をやっていくという、企業ではＰ

ＤＣＡといわれることを、行政がやっているかどうかを確認したいのです。そうい

ったことの透明性を上げ得ていただく、市民にも行政は守っているのでやってくだ

さいというようなことで今まで以上に透明性を上げていただくことを要望します。

以上です。 

 

事務局  後期高齢者医療制度など、新しい事務や制度が始まりますと紙の使用量というの

は、単独課で膨大に増えます。これは致し方がない面があると行政としては、思っ

ております。環境マネジメントシステムでは、ＰＤＣＡサイクルをまわして、更な

る職員意識の向上を図っていくということは当たり前のことですので、その辺で職

員に周知徹底及び環境マネジメントシステムの推進を環境課で実施していきます。

また、ＰＤＣＡサイクルの一環ではないですけれども、市役所では多くの機密文章

が出ますのでシュレッダーごみがたくさん出ておりました。これにつきましてなん

とかリサイクルできないかというルートを模索しておりまして、昨年度そういった

業者がございましたので、シュレッダーごみについても行政としてリサイクルに回

すようになりました。紙の資源化の向上といったようなことは、ＰＤＣＡサイクル

の中でやっておりますのでそういった説明を市民にしていただけると大変ありが

たいと思っております。以上です。 

 

中西敏憲委員  今の説明は理解できましたけれども、もっと奥深いことがありますので承知しま

すよとは言えませんが、理解はしました。ようは簡単に言うとね、企業はコピーマ

シーン等にカウンターをかけてやっているわけですよ。総務課は何枚とか、プリン

ターは集中してやっていますから、誰が何枚プリントしたかわかるわけですよ。そ

いうことはやって個々のものも測っておいて上で高齢者ならわかるのです。そうな

っていますかと今確認したい。 

 

事務局  コピーカウンターについてはわかりますが、それぞれのパソコンと連動するプリ

ンターについては、どれだけか把握していません。 

 

中西敏憲委員  だから、そういう話をしているのです。そうでないと原因が分からないですから。 

 

桜井鎮哉会長  ほかにございませんでしょうか。 

 

事務局   大変長くなりましたが、雑がみのＰＲについては。 
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中西敏憲委員  市の方がやっていますよということを言ってもらえばいいです。ご理解さえいた

だければいいですから。一生活者として分別をやっていただきたいということです。 

 

桜井鎮哉会長  ほかにございませんでしょうか。 

それではこれをもちまして、本日の尾張旭市廃棄物減量等推進審議会の日程を終

了させていただきます。 

 


